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平成 25 年度学年暦における祝日勤務日の 

労働環境について 
 

平成 24 年 9 月 21 日の労使懇談会以降、2 か月にわたり数度にわたる組合による予備

折衝および団体交渉をおこないました。月曜日が祝日になる日が多く、授業日数確保が困

難であることが大学側の主たる変更提案理由でした。 

24 年度前期に実施された土曜開講の検証もないままの提案であり、加えて数々の問題

点がありました。組合が粘り強く交渉を重ねた結果、過半数代表および組合が要求してい

た諸条件の大半の実施を大学側が責任をもっておこなうことになりました。 

組合は大学側と下記の諸条件が実施されることを前提として、3 日間の祝日を勤務日と

し、その代わりに 5月の連休の谷間の3日間を休日とすることを確認しました。このたび大

学側において、関連する就業規則の変更が4月1日より行なわれることが最終的に確定し

ましたので、ここにご報告いたします。 

 

１．勤務日となる祝日、休日となる 5月連休 

カレンダー上は休日である 5月 6日（月）、7月 15日（月）、10月 14日（月）が通常の勤務日とな

ります。その代わりに、4月 30日（火）、5月 1日（水）、5月 2日（木）が休日となり、平成 25年度の

ゴールデンウィークは 4月 27 日（土）～5月 5日（日）までの連続した 8日間となります。 

 

２．養育、看護、介護の必要がある場合には、非常勤職員にも特別休暇（有給）を認める 

 「小学校3年までの子の養育又は家族の看護若しくは介護のため、当該勤務日に勤務しないこと

が相当であると認められる場合 必要と認められる期間」有給の休暇が与えられます。子どもが病

気その他の理由で祝日勤務日に「養育」が必要な場合、家族の「看護」「介護」が必要な場合には

申し出ることにより、非常勤職員も通常の有給休暇とは別にプラス・アルファの有給休暇をとること

ができます。その際の申請方法は、なるたけ簡略なものとすることも大学側に確認しています。 



３．平成 25 年度 1年限りの変更 

 当初大学側は、学年暦の変更に伴う勤務日変更を今後恒久的に大学が自由に決定できるように

するという方針の提案をしてきましたが、これを撤回させ、平成 25 年度一年限りの措置とすること

で決着しました。 

 

４．祝日勤務日における子どもの保育・養育サービスの実施 

 祝日勤務日には、大学キャンパスにあるそよかぜ保育室が臨時に開園され、希望があった場合

には、教職員の未就学児の保育を行なうことのできる体制を大学側が確保することになっています。

そよかぜ保育室は小さな保育施設ですが、施設環境も保育者もすばらしいサービスを提供してき

ています。財政面でそよかぜ保育室の持ち出し負担とならないようにすることも大学側に確認して

おきました。 

 また、小学生のお子さんをお持ちで、適切な保育者が確保できない場合にも大学側に申し出てく

ださい。大学側は大学キャンパスにおいて、必要な保育者を確保して預かる体制を整えると交渉で

約束しています。 

 

５．バスの平日ダイヤでの運行、生協の通常営業の確保 

交渉の過程で、平日ダイヤでのバス運行と、生協の通常営業を確保することを大学側は約束し

ています。 

 

 


